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ごみの出し方のお願い  

①水銀使用廃製品分別排出のお願い 

本年４月から水銀使用廃製品の分別回収を開始しています。有害な物質である水銀を

環境中に排出せずに処理するためにご協力をお願いします。 

 いずれも、今までどおり「燃えないごみの日」に他の物とは別の袋で出してください。 

 

◆ 蛍光管等(管状や環状等の製品) 

「割れていない物」…購入した際の箱や包みに入れて出すか、中身の見える袋に入れ、

表面に「蛍光管」と表記し出してください。 

「割れている物」 …割れている蛍光管だけを、中身の見える袋に入れ、表面に「蛍光

管」と表記し出してください。 

 

◆ 水銀体温計・水銀血圧計等  

 中身の見える袋（表面に「水銀体温計」などと表記）に入れて出してください。 

 

※詳しくは「ごみの日カレンダー」、「家庭ごみの分け方と出し方」をご確認ください。 

 

②ガス・スプレー缶を捨てる方法について 

ガス・スプレー缶は、収集車両の火災およびクリーンセンターでの爆発事故の防止の

ため、中身を使い切って穴を開けて「資源物(びん・缶・紙)の日」に出してください。 

 

〈中身を最後まで使い切ってください。〉 

どうしても最後まで使い切れないときは、清掃課にご相談ください。 

処分したい本数や中身の種類などに応じて、別途、処分方法をご案内します。 

 



 2 / 2 

 

〈火気のない、風通しのよい場所で穴を開けてください。〉 

ホームセンターなどで、専用の道具も販売されています。 

 

〈ガス・スプレー缶だけで１つの袋に入れて出してください。〉 

出し方はイラストで「ごみの日カレンダー」、「家庭ごみの分け方と出し方」に記載し

ています。これらを確認し、集積所へ出してください。 

 

③庭木剪定ごみや刈草の出し方について 

家庭から出される庭木剪定ごみや刈り取った草・花については、一家庭につき以下の

基準内で集積所へ排出をお願いします。集積所の清潔保持のためご理解とご協力をお願

いします。 

 

幹 … 直径 15cm 以内・長さ 1m 以内(２本まで) 

枝 … 枝束 30cm 以内・長さ 1m 以内(２本まで) 

葉・草・花 … 袋に入れて(45 リットルごみ袋で２袋まで)   

 

なお、自治会等で行う公共の土地(道路・公園等)の美化活動から発生するごみについ

ては、ごみ集積所には出せませんので、事前に清掃場所の管理者へご相談ください。（市

民総ぐるみクリーンこおりやま運動実施時は自治会等で決められた所定の場所に出して

ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【編集／発行】 郡山市 市民・ＮＰＯ活動推進課 

                    ＴＥＬ９２４－３４７１ 
                ※ふれあいネットワーク情報は、本市ウェブサイトおよび 

郡山市自治会連合会ウェブサイトへの掲載も行っており 

ますので、併せてご確認ください。 郡山市はセーフコミュニティに取り組んでいます 

【この件に関するお問合せ先】清掃課  TEL 924-2181 


